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武石委員長 

 

 

 

 

  ただいまから、議会運営委員会を開く。 

 本日は、議案の追加提出及び議案の付託等について御協議願うため、お集まりいた

だいた。 

 それでは、お手元の協議事項の順に進めてまいりたいので、御協力願う。 

 

          １．議案の追加提出について 

武石委員長 
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 まず、議案の追加提出についてである。 

 総務部長、説明願う。 

 

   （小谷総務部長、説明） 

 

 何か、質問はないか。 

 

   （な  し） 

 

ア．提出者の説明 

 先ほど、総務部長から説明のあった追加提出議案１件については、本日の会議にお

いて、議案に対する質疑並びに一般質問の後、日程に追加して議題とし、知事の提案

説明を受けることにしたいが、御異議ないか。 

 

   （異議なし） 

 

 それでは、さよう決する。 

 

イ．質疑・委員会付託・討論 

 この人事議案については、慣例のとおり質疑、委員会への付託、討論を省略し、直

ちに採決することで御異議ないか。 

 

   （異議なし） 

 

 それでは、さよう決する。 

 

          ２．議案等の付託について 

武石委員長 
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 次に、議案等の付託についてである。知事提出議案36件及び請願４件を、お手元に

お配りしてある議案付託表及び請願一覧表のとおり、本日の質問終了後、所管の常任

委員会に付託することとしたいが、御異議ないか。 

 

   （異議なし） 

 

 それでは、さよう決する。 

 

          ３．その他 

          （１）意見書・決議案の提出期限 

武石委員長 

 

 次に、その他である。 

 会派提出の意見書・決議案の提出期限であるが、提出される場合は、本日の本会議
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終了後１時間以内に事務局に提出されるよう御協力願う。 

 なお、本日の会議の質問者は１名となっているが、議運の申合せにより、昼休みに

かかる場合は、昼休みを除いた１時間以内となっているので、念のため申し添える。 

 

          （２）その他 

武石委員長 

 

 

 

武石委員長 

 

 

 

 

 

 

武石委員長 

 

 

 

 その他で何かないか。 

 

   （な  し） 

 

  それでは、協議事項は以上である。 

  次回の議運は、特別の事情がなければ、明日、12月18日木曜日午前９時から開催す

る。協議事項は、意見書・決議案の送付先等についてである。 

 本日の本会議の開会時刻は、午前10時でよろしいか。 

 

   （異議なし） 

 

 それでは、本会議の開会時刻は午前10時をめどとする。 

 以上で、本日の議会運営委員会を終わる。 

 

 

 


